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世界全体で推計1兆1,000億ユーロが有期労働契約に支出された

203
(19%)

881
(81%)

世界全体の有期労働契約に対する支出（10億ユーロ, 2010）

人材派遣への支出

人材派遣以外への支出
• 独立契約者
• フリーランサー
• 独立コンサルタント
• 社内人材プール
• 有期雇用契約

出所: 人材派遣業界アナリストの有期労働契約者推計 – 2010年12月

世界全体の有期労働契約への支出に占める人材派遣の割合は
依然としてごくわずか
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日本 19%

米国 27%

イギリス 9%

フランス 7%

ドイツ 6%

オランダ 4%

オーストラリア 5%

ブラジル 3%

その他 18%

日本は市場として世界第２位（２０１０年売上高）
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日本は派遣労働者数で世界第４位（２０１０年）

フルタイム相当の1日平均の派遣労働者数

25,979

31,512

63,000

66,000

66,000

68,000

81,848

85,000

87,000

87,000

90,682

114,000

197,000

208,000

308,250

520,000

573,697

793,000

880,000

960,000

965,000

967,000

2,584,000

メキシコ*

チリ*

アルゼンチン

オーストリア

スイス

ハンガリー*

ベルギー

ペルー

ポルトガル*

スペイン

韓国*
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イタリア
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南アフリカ

米国
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日本の派遣労働の浸透率は米国及び欧州を下回った（２０１０年）
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「変化への適応」レポートにおけるキーメッセージ

Source: Ciett RfP, BCG/Ciett discussion

世界は根本的な構造シフトに遭遇

• グローバリゼーション

• 予想不可能性

• 人口動態の変化

• 産業間シフト

• 労働への姿勢の変化

労働市場に新たな課題が突きつけられている

• 長引く高失業率

• 強力な労働市場の分断

• 増大する技能の需給のミスマッチ

• 予見不可能性

• うまく規制されず、組織されていない新たな労働契約形態

変化への適応を支援できる労働市場仲介業者の役割は重要

• 人材派遣業界はこれらの課題にソリューションを提供する
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期待ベース ファンダメンタル・ベース

4

3

2

1
201020001990198019701960
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10

201020001990198019701960

60

50

40

30

20
201020001990198019701960

顕在化する企業の不透明性

32% 26% 50%

時価総額の変動 収益の変動 利益率の変動

5年間の時価総額伸び率の変動(%)1 5年間の収益伸び率の変動(%)2 5年間の利益率の変動 (%)2

増加率
1990-2010 対. 
1960-1979

1. 時価総額を基にした全企業の加重平均 2. 収益を基にした全企業の加重平均
注: 米国上場企業全社を対象
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レポート内容

Source: Ciett RfP, BCG/Ciett discussion

• 人材派遣は、変動し、複雑化する労働市場の変化への適応を支援する

• 人材派遣は、構造的・摩擦的失業の削減に貢献する

• 人材派遣は、労働市場の分断化を抑制する

1

2

3

• 人材派遣は、技能を開発し、労働市場のニーズにマッチングさせる

• 人材派遣は、ディーセント・ワークを提供する

• 労働市場の効率化には人材派遣業に対する適切な規制が必要

4

6

5
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経済的変化への適応を支援
現代経済及び労働市場における人材派遣業界の役割

現代経済及び労働市場は３つの異なる力学下にある

• 季節的: 多くの産業分野は１年の間に需要の乱高下に直面し、それに適応する必要がある

• 周期的: 各国経済（そしてグローバル経済）は周期的に成長が変動する

• 構造的: 長期的には次の３つのレベルで基本的な経済構造の変化を経験する

– 分野別シフト: グローバリゼーション、新たなテクノロジー及び生産性の向上により経済の構成が変化する、

新しい分野が生まれ、古い分野は消滅するか衰退する

– 地理的シフト: グローバリゼーション、貿易の自由化及び人口増加により国の重要性及び競争力は変化する

– 人口構成的シフト: 国によって高齢者や若者の構成が異なり、今後労働人口を増加させるに際し技能のミス

マッチに直面する

これらの力学の結果、市場の不安定性が増し、この変化に適応するため組織や国には新たな革新的なソリューションが

求められる

1

2

3
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柔軟性の提供が人材派遣を利用する主な理由

(%)
806040200

その他 4%

医療コストの不確定性 4%

社会保障税の不確定性 9%

固定経費を下げる 35%

無期雇用の潜在的試用 52%

より大きい柔軟性を期待 65%

ビジネスの需要に早く対応できる 76%

派遣を利用する主な理由

柔軟性の他に無期雇用の試用として派遣労働を利用

Source: Morgan Stanley Research (interviews with 200 HR managers in the US and Europe)

1 Adaptation to change
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人材派遣が需要の変動に対処

出所：人材派遣業界アナリスト

給
与

時間

無期雇用労働力

人材派遣

人材派遣

需要水準

無期雇用
労働力

1 Adaptation to change
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派遣労働を利用する企業は景気悪化からの回復が早い
人材派遣を利用した企業は利用していない企業に比べて収益の伸び率が高い（ドイツの調査より）

6%

0

13%

6%

11%

20

サービス1

15

合計

5

10
10%

16%

5%

8%8%

15%

5%
7%

5%

10%

7%6%

10%

13%

11% 11%

1 Adaptation to change

収益の伸び率（2009～2010年、%）

派遣労働利用

派遣労働不利用

会社の規模 業種 輸出業務 R&D 支出

需要の伸びに対する迅速な反応が高い収益の伸びと
良好な財務成績につながる

1.建設その他の業種を含む
出所: IW Consult GmbH調査 "Zeitarbeit in Deutschland" （2011年）

小規模企業
（従業員

50人以下）

中～大企業
（従業員
50人超）

鉱工業 輸出を
含む

国内のみ R&D支出
なし

収益の
5%未満

収益の
5%以上
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人材派遣は雇用創出を確保する
派遣先企業の約3分の2が人材派遣がなければ雇用は創出できなかったと答えている

100

80

60

40

20

0

26%

12%

8%

54%

合計

100%

雇用創出なし

62% 代替なし

74%

2 Reducing structural & frictional unemployment

人材派遣の代替策 結論

• 従来の調査結果が確認された

• 企業の74%が派遣労働の代替策

として無期雇用を検討しないと答
えている

• 事例の62%では社内で柔軟に

対応するか、その業務を行わない
ため雇用の創出が生まれない

全回答者数に占める割合(%） (合計数= 101)

社内で柔軟に
対応

その業務を
行わない

社外で柔軟に
対応

無期雇用
労働者を採用

出所:派遣先企業の調査およびBCGによる分析
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欧州では派遣労働は雇用への足掛かりとなる
人々を就労に導くことで、人材派遣は労働市場の分断化を緩和している

100

50

0
オランダ1 ノルウェー スウェーデン1 スイス

65
%

45
%

50
% 70

%
11

%

66
%

59
% 68

%
16

%

65
%

34
%

85
%

47
%

71
%

2 Reducing structural & frictional unemployment

(%)

無期雇用

有期雇用

テンポラリー雇用

学生

失業

その他

不活動

派遣労働者の
事後状況

AW以後の

就労者の比率
（%）

AW以前の

就労者の比率
（%）

派遣労働者の事前状況

注: 別段の記載がない限り2010年のデータ
1. 2009 年のデータ
出所: Ciett 国別報告書（2009年、2010年）

チェコ共和国 フランス
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派遣労働者の経歴の多様化が労働市場への参加と多様性を高める

学生

(学費や休暇費用

を捻出するため
のアルバイト）

再就職者
無期雇用を

求める労働者 新卒
柔軟性を求める

専門職 シニアワーカー

3 Driving down segmentation

(出産による

ブランク期間を経
て派遣労働者とし

て再就職）

(派遣は第1希望

ではないが、
無期雇用になる
ための足掛かり)

(初めて就労し、

仕事の経験を
積む)

(無期雇用は
希望しない)

(追加的所得を

得るため就業を
継続)
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人材派遣の選択は積極的な理由が中心
フランスではほかに選択肢がなかったからという回答は40%に過ぎない

派遣で働くことに決めた主な理由

50

70

55
60

40

30

9

22

28

13
10

2021
2323

28

22

40
37

3435

60

50
54

+38%
+40%

10

25

12 11

20

14

8

24

11

20

0

17

2006 201120102008

3 Driving down segmentation

全回答者に対する割合（%）

早くに仕事
を見つける

ため

テンポラリーまた
は無期雇用の

就職口が見つか
らなかったから

職業経験を得
たいから

派遣先企業で
無期雇用の
就職口を
探したい

キャリア選択を
行う前に様々な
体験を積みたい

好きな時に
働きたい

余暇を仕事に
充てたい

ライフスタイルの一層の
向上を目指した動機

注: 複数回答可
出所: Regards croisés sur l’intérim, l’Observatoire des Métiers et de l’Emploi, 2011年4月
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高齢者は派遣という働き方により自由を維持できる
例: ベルギー

4020

派遣は多様な仕事を提供する

補足的な給与を得る

0

仕事を見つける一助となる

経験を得る

慎重に一時的に働く

新しい仕事を試す可能性

無期雇用を見つけるため

一時的に規則正しく働く可能性

仕事につくかつかないかの自由を維持する

高齢者にとって派遣は仕事を見つけやすい

一時的な解決

10060 80

重要 影響なし 重要でない

派遣労働者として働く理由

Source: Les travailleurs intérimaires âgés de plus de 45 ans – Federgon and IDEA consult – July 2004

3 Driving down segmentation
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人材派遣は女性が伝統的に閉鎖的な労働市場に参入することを支援する

状況

日本の社会では女性は伝統的に働かない
• 特に既婚女性及び母親
• しかし経済の低迷により多くの女性は労働市場に参入した

かった

仕事につけない理由
• 多くの女性は経験が限られている
• 企業がフルタイムの女性雇用をオープンにしない

派遣の役割

女性が仕事につく橋渡しをする
• 女性のために機会を見つける
• 一定期間労働から離れていた女性の技能訓練をする

ユニークな日本の女性労働者にとっての利点
• 他ではできない機会へのアクセス
• 教育訓練によるスキルの向上
• 女性に労働を提供する「社会的に受け入れられる」方法

% 女性

100

80

60

40

20

0
2009

42

66

2008

42

61

2007

41

60

日本では女性がますます派遣の
価値を認識するようになった

労働市場全体派遣

派遣における女性の比率は
一般的な労働人口における

比率より速く増加

労働者にとっての利点

3 Driving down segmentation
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労働ニーズのマッチングを求める需要が拡大
主要シフトとして人口の高齢化と人材ギャップが予想される

4 Matching & developing skills

北半球で人材不足が拡大
欧州では雇用不足を埋める
ために2050年までに3500万

人の追加労働力が必要

G7の大半およびすべての
BRIC諸国で2050年までに

高齢者扶養率が2倍に

米国では経済成長維持のため
に2030年までに2,500万人の

追加労働力が必要

世界的なミスマッチが
拡大

毎年4500万人の新規労働力
が世界の雇用市場に参入。

大部分は発展途上国からの
若年労働者

雇用可能性（エンプロイヤビリ
ティ）が引き続き世界的に大き

な課題となる

現在のところ国際企業に雇用
可能とみなされているインドと
ロシアの専門労働者はそれぞ

れ20%、25%にすぎない

南半球の多くの国々で
余剰労働力が発生

出所: WEF 2011, Global Talent Risk - Seven Responses、 CEDEFOP、ユーロスタット、欧州理事会
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異なる方向を向いた人口構成
先進国は人口が減少し、新興国は増加

CAN
USA
MEX
BRA
SWE
UK
FRA
GER
POL
ESP
ITA
TUR
EGY
RSA
UAE
RUS
IND
CHN
INA
KOR
JPN
AUS

2百（百

万人百ま
百万人

2百（百

万人百ま
百万人

19
160
46

100
5

31
28
42
17
22
25
26
25
18
3

76
475
799
115
24
65
11

1. 2030 figures assumed the same participation rate by sex 
and age groups as the ones in 2020
Source: UN, ILO; WEF, BCG analysis

労働供給の展開労働供給の展開

0.8%
0.7%

1.4%
1.3%

0.3%
0.3%

0.0%
-0.1%

-0.6%
0.3%

0.0%
1.0%

0.7%

1.8%
0.4%

1.5%
0.4%

-0.7%
0.9%

1.9%

1.9%

Labor supply CAGR '08-'20平均年成長率 '08–'20 平均年成長率‘20–’301

0.2%
0.5%

0.8%
0.5%

0.2%
0.1%

-0.2%
-1.3%

-0.9%
-0.4%

-0.9%
0.6%

1.6%

1.4%
-0.9%

1.3%
-0.2%

0.9%
-0.5%

0.4%

経済的に活動する人口経済的に活動する人口

4 Matching & developing skills
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派遣会社における無期雇用者数は重要
日本は派遣会社内の無期雇用者数において世界一

Source: Ciett, OECD, National Public Employment Agencies, BCG analysis

0.5

労働人口千人に対する派遣会社の無期雇用者の割合 (2009)
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派遣会社職員のネットワークが派遣労働者と派遣先企業を
結び付けるのを支援する

無期雇用者数
2009 ('000) 31 96 185 175 6 45 3 120 20 2 9 4 4

4 Matching & developing skills
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派遣労働に関する労使協約が定められている国

5 Providing decent work

注：
1) 英国の産業横断レベルは厳密な労使協約ではなくCBI（英国産業連盟）とTUC（イ

ギリス労働組合会議）の単独協約を指している。
2) 派遣労働者の労使協約は認められていない (20.123 法第304 & 305条)。
3) これらの国々には労使協約が存在しない。
4) 日本では AW業界は厳密な意味ではなく連合とJASSA間の単独協約を指してい
る 。

その他の国 産業
横断的

AW 
業界

AW 事業所 派遣先s企業

アルゼンチン

豪州

ブラジル

チリ2 - - - -

コロンビア3 - - - -

日本4 ( )

ニュージー
ランド

メキシコ

ペルー3 - - - -

南アフリカ - - -

欧州各国 産業
横断的

AW
業界

AW 事業所 派遣先企業

オーストリア

ベルギー

デンマーク

フィンランド

フランス

ドイツ

アイルランド

イタリア

ルクセンブルグ ( )

マケドニア

オランダ

ノルウェー

ポーランド

ポルトガル

スペイン

スウェーデン

スイス

英国1 ( ) 出所: Eurofound およびCiett
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欧州の派遣労働に関する共同組織

オーストリア

ベルギー

フランス

イタリア

ルクセンブルク

オランダ

スペイン

教育訓練

年金

福祉手当

コンプライアンス

衛生および安全
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フランスの労使パートナーによる人材派遣業界対象の共同組織

教育訓練 (FAF-TT) 社会的基金(Fastt) インクルージョン (FPE-TT)

• 予算 = 1億5000万ユーロ
• 使命= 派遣労働者に訓練の利用を促す
• 対象派遣労働者数 = 40,700人（2010

年）

• 予算 = 4480万ユーロ（2010年）
• 使命: 住宅、融資、保育、レンタカー、補

完的健康保険などの利用に関して労働
者に追加的福利厚生を提供する

• 対象派遣労働者数 = 
129,000人（2010年）

• 予算 = 1550万ユーロ
• 使命= 派遣労働者の職業的参加を促

進
• 対象派遣労働者数 = 40,600人（2010

年）

調査 (OME)

• 予算 = 70万ユーロ
• 使命 = AW業界の理解を深

めるため調査を委託

規制遵守 (CPPNTT)

• 使命 = AWに関する現行法
およびCLAの遵守に関して

情報を提供し、注意喚起す
る

社会福祉および年金
(Reunica)

• 使命= 派遣労働者に社会福

祉と補完的年金を提供する
• 関係派遣労働者数= 50,000

人（2009年）

衛生および安全
(CPNSST)

• 使命= 派遣労働者に衛生お

よび安全に関する補完的手
段と情報を提供する
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人材派遣市場は段階を経て発展する傾向にある

人材派遣が認知されるまでの時系列

Source: Ciett

6 Need for appropriate regulation

非合法性
グレーゾーン

法的認識 社会的容認 規範的な容認 社会的容認 全面的な認知

• この新しい形態
の雇用関係に
対する反感や
拒絶

• 産業自体を抑
制。HRを提供

する最終手段と
して認識

• 人材派遣は適
切に規制されて
いる場合は、労
働組合に容認さ
れる

• 労働市場政策
にとって有益な
手段

• 容認可能な労
働の代替手段と
して容認

• 望ましい労働形
態の選択肢

社会的発展

規制なし
強制的な

規制

現行法に
加え労使協約

（CLA）
制限撤廃

労使
パートナーで
規制を定義

適切な規制

規制の発展
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PrES規制効率性指数（2011）の重要な指標
指数は運営の柔軟性と労働者の安全を評価する

A B

DC

6 Need for appropriate regulation

A – 業界確立の権利

1. 各国で三者間労働関係が法的に認知

2. 業務提供に対する制限がない

（実際の派遣元事業所）

3. 市場参入に対し不当なあるいは
過剰な障壁がない

C – 交渉権と社会的保護の権利

6. 人材派遣業が独自の産業として
認知

7. 労働者に対する、資産計上が可能で、
継続性のある社会的保護の提供

B – サービス業務提供と契約締結の権利

4. 各種労働契約を提供可能
（限度、制限なし）

5. 人材派遣利用に対する主な制限の
撤廃1

D – 労働市場政策に貢献する権利

8. 派遣労働者ができるだけ幅広く容易に
訓練にアクセスできる権利

9. 職業斡旋サービスに関する官民パート
ナーの存在

10. 非合法行為、非道徳的事業所の撲滅に
PrESが取り組み、関与する権利

1. .禁止業務、派遣労働者数の上限、利用用途、派遣期間の上限、労働組合に諮問する義務、更新
出所: Ciett、BCG分析
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PrES 規制効率性指数の結果
指数評点に関する国別の大きな違い
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6 Need for appropriate regulation

業界としての確立

業務提供と契約締結

交渉権と社会的保護

労働市場政策への貢献

権利項目

注: 東欧諸国については詳細の分析が未処理
出所: 国別人材派遣協会、BCG分析
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PrES の4種類の運営環境
社会的制度の違いによる重要なサブグループ

グループの特徴

• AWが急速に発展、ただし危機時に相当落ち込む

• 開放的な法制環境、制限も限定的
• 安全よりも柔軟性を重視する自由な経済

• 比較的成熟した市場に大幅なAW 浸透率
• 緩やかな規制、柔軟性と安全のバランスはさまざま
• 労働市場は労使パートナー間の労使協約により組織化、規制されている

• 従来AW 浸透率は低く、業界の発展は緩慢

• 北欧独自の社会経済制度

• 一般にリベラルな経済だが、安全と社会的な容認の問題を重視している

• 浸透率は業界の発展度に応じて平均以下から平均以上までさまざま
• 規制が厳しく、柔軟性よりも就労の安全を重視している
• 従来、労組対話型に比べて失業率が高い

• 業界は初期段階で、AWが法的に認められたのはごく最近
• 規制策は策定途上
• 経済政策とマーケットダイナミクスは今なお発展の過程にある

市場タイプ

市場主導型

欧州

非欧州

西欧

労組対話型
北欧

アジア

法規制型

西欧

地中海

新興市場

欧州

中南米

アジア

該当国

• 英国

• 米国、豪州、
ニュージーランド

• オランダ、スイス、
オーストリア、ドイツ

• スウェーデン、
ノルウェー、デンマーク、
フィンランド

• 日本

• フランス、ベルギー、
ルクセンブルグ

• イタリア、ギリシャ、
スペイン、ポルトガル

• 東欧

• 中南米

• インド、中国

6 Need for appropriate regulation

1

2

3

4
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主要国の労働市場効率性の測定結果

平均

市場主導型

労組対話型

法規制型

新興市場

規制 環境:

雇用率

雇用率(15-24)

雇用率(55-64)

年間労働時間

労働参加率

失業率

6 Need for appropriate regulation

出所e: ユーロスタット; OECD; ビジネスヨーロッパ・2011年春 改革バロメーター

フ
ラ
ン
ス

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ

ギ
リ
シ
ャ

ポ
ル
ト
ガ
ル

ス
ロ
ベ
ニ
ア

英
国

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

日
本

カ
ナ
ダ

オ
ラ
ン
ダ

メ
キ
シ
コ

チ
ェ
コ
共
和
国

ド
イ
ツ

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

米
国

オ
ー
ス
ト
リ
ア

豪
州

デ
ン
マ
ー
ク

ノ
ル
ウ
ェ
ー

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

ス
イ
ス

ス
ロ
バ
キ
ア

イ
タ
リ
ア

ス
ペ
イ
ン

チ
リ

ハ
ン
ガ
リ
ー

ポ
ー
ラ
ン
ド

ベ
ル
ギ
ー



29

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

WEF グローバル競争力指数評点

6.05.55.04.54.0

韓国

チリ

ポーランド

ハンガリー

スロバキア

デンマーク

イタリア
スペイン

チェコ共和国

フィンランド

ノルウェー

ポルトガル

豪州

米国

スイス

オーストリア

ドイツ

労働市場効率性指数2

アイルランド

日本

フランス

ルクセンブルグ

ベルギー

ギリシャ

スロベニア

スウェーデン
英国

オランダ

1. 2010-2011 の評点 2. 多数の主要労働市場判断基準を基にしたBCGの分析。詳しい方法の説明は付属書を参照x
出所: ユーロスタット; OECD; CIETT データ、 WEF 世界競争力報告書 2010-2011

R2 = 0.52

労働市場の効率性が競争力に大きく影響する

6 Need for appropriate regulation
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政策立案者に対する提言
派遣業界が労働市場に対して最大限の貢献をするために求められること

人材派遣業界に適切な規制の枠組みが整備されるよう確保

• 人材派遣業界に対して特定の規制が存在しない国では法的枠組みを導入すべき

• それ以外の国では政策立案者は新たな現実に照らして時代遅れではないかを確認すべき

人材派遣業界を独立した産業として認識すべき

• 人材派遣業界は自由に労使協約を締結することができなければならない

• 規制の水準や派遣労働者の労働条件について労働組合と交渉ができなければならない

積極的な労働市場政策の立案・実施には人材派遣業界が関与すべき

• 労働市場の移行の促進に貢献

• 雇用創出と無申告労働の削減により労働市場への参加を拡大

• ディーセントワークを提供する人材派遣の機能を公的な雇用政策に取り入れるべき
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人材派遣業界としてのアジェンダ
構造的変化への適応を促進する同業界の５つの手段

労働者の積極的な
キャリアエージェン

トとなる

業界の非倫理的で
違法な行為を撲滅

労働市場の橋渡し
役としての役割の拡

大に取り組む

人材派遣の最適な規制を
目指す全ての利害関係者

と協力

業界の質及び倫理の
向上を目指して活動

3 4 5

1

2


